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 復興Ｎｅｗｓ  陸前高田 
＜第２７号＞ 

平成２７年１０月発行 
陸前高田市復興対策局 

ニ  ュ  ー  ス 

各戸配付 

 陸 前 高 田 都 市 計 画 今 泉 地 区 被 災 市 街 地 復 興 土 地 区 画 整 理 事 業 の 実 施 に 伴 い 、 事 業 区
域 内 に あ る 庭 石 、 蔵 石 及 び 石 柱 等 （ 以 下 「 庭 石 等 」 と い う 。 ） を 一 時 保 管 場 所 へ 移 動
し ま し た 。 庭 石 等 の 情 報 は 市 役 所 庁 舎 前 掲 示 板 に 公 告 す る と と も に 、 市 街 地 整 備 課 に
お い て も 閲 覧 が 可 能 で す の で 、 所 有 者 と 思 わ れ る 方 は 下 記 ま で 連 絡 し て く だ さ い 。 な
お 、 所 有 者 が 現 れ な い 場 合 は 、 市 に お い て 処 理 し ま す 。 ま た 、 今 後 庭 石 等 の 移 設 が 完
了 す る 毎 に 、 順 次 同 様 の 公 示 を し て い き ま す 。  
 

        土地区画整理事業区域内にあった所有者不明の庭石等を一時保管中 

             ≪所有者不明の庭石等は、平成28年3月以降処分予定≫  
ニュース③  

問い合わせ先  

一 時 保 管 場 所 は 陸 前 高 田 浄 化 セ ン タ ー 敷 地 内 で す の で 、 ま ず は 市 街 地 整 備 課 用 地 係
（ 内 線 ４ ５ ５ ・ ４ ５ ６ ） に ご 連 絡 く だ さ い 。  

≪今回庭石等移設対象範囲及び一時保管場所≫ 
１  今 回 庭 石 等 移 設 対 象 範 囲  
気 仙 町 字 愛 宕 下 の 一 部 、 字 三 本 松 の
一 部 、 字 垂 井 ヶ 沢 の 一 部 、 字 中 井 の
一 部 、 字 町 の 一 部 、 字 町 裏 の 一 部 、
字 的 場  
２  一 時 保 管 場 所  
 陸 前 高 田 浄 化 セ ン タ ー 内  
（ 陸 前 高 田 市 気 仙 町 字 木 場 2 0 0 ）  
３  公 示 日   
 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 １ １ 日  
４  処 分 ま で の 流 れ  
( 1 ) 庭 石 等 が あ っ た 土 地 の 地 権 者  
  に 所 有 者 確 認 を 行 い ま す 。  
( 2 ) 所 有 者 丌 明 の 庭 石 等 を 市 が  
  用 意 し た 一 時 保 管 場 所 に 移 設  
  し ま す 。  
( 3 ) 公 示 の 日 か ら ６ カ 月 を 経 過 し 、  
  連 絡 が な い 庭 石 等 は 市 で 適 正  
  に 処 理 し ま す 。 （ 所 有 者 が 分  
  か っ て い る 庭 石 等 に つ い て は 、  
  こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。 ）  
５  そ の 他   
  一 時 保 管 場 所 か ら の 移 設 は 所 有  
  者 自 身 で 行 っ て い た だ き ま す 。  
 

        ヤギによる除草効果の実証実験を行っています 

             ≪１０月中旬まで実施予定≫  
ニュース④  

 市 で は 、 今 後 復 興 事 業 に 伴 い 造 成 さ れ る 法 面 の 除 草 が 課 題 に な っ て く る こ と か ら 、
防 災 集 団 移 転 促 進 事 業 で 買 い 取 っ た 米 崎 町 字 沼 田 地 内 の 市 有 地 に お い て 、 陸 前 高 田 市
シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー に 業 務 委 託 し 、 ヤ ギ に よ る 除 草 効 果 の 実 証 実 験 を 行 っ て い ま す 。
柵 の 中 で ヤ ギ と 触 れ 合 い た い 方 は 、 事 前 に シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー ま で ご 連 絡 く だ さ い 。  
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( 1 ) 現 地 で の 対 応 （ 連 絡 は 土 日 祝 日 を 除 く 9 ： 0 0 ～ 1 7 ： 0 0 ）  
  陸 前 高 田 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー （ ☎ ： 5 4 － 4 8 8 8 ）  
( 2 ) 市 担 当 窓 口  
  復 興 対 策 局 復 興 対 策 係  
  （ ☎ ： 5 4 － 2 1 1 1 、 内 線 4 3 2 ・ 4 3 3 ）  

問い合わせ先  

入口付近 除草の様子 

         移転元地の買取期限を延長 

         ≪１０月以降に契約を希望する際はご相談ください≫ 
ニュース①  

 被 災 し た 土 地 の 買 取 に つ い て は 、 こ れ ま で 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で に 契 約 す る よ う 、
お 知 ら せ し て き た と こ ろ で す が 、 相 続 が 完 了 で き な い 、 抵 当 権 等 を 抹 消 で き な い と い っ た
事 例 が 多 い こ と か ら 、 １ ０ 月 以 降 も 引 き 続 き 契 約 を 行 い ま す 。  
 万 が 一 、 契 約 ま で に 時 間 を 要 す る 場 合 は 、 お 早 め に 下 記 担 当 ま で ご 連 絡 く だ さ い 。  
  

 

 相続が完了していない土地や、抵当権等が設定されている土地は、ただちに契約ができません。

お早めに相続登記や抵当権等の抹消を済ませましょう。 

◆相続登記・・・相続の権利者どうしで協議し、相続人を決定後、登記を行ってください。ご不明な 

          点は、法務局や司法書士等に相談しましょう。 

◆抵当権等の抹消・・・所有地に抵当権等が設定されている場合は、抹消に向けて金融機関と協 

               議しましょう。 

相続登記や抵当権抹消の手続き 

 

  

高田地区（旧JR以南）・津波復興祈念公園整備事業の買取対象地の売買に5,000万円控除を適用 

対象地域  

 

問い合わせ先  

復 興 対 策 局 復 興 対 策 係 （ 内 線 ４ ３ ２ ・ ４ ３ ３ ）  

 移転元地の買取には、これまで２，０００万円控除を適用してきたところですが、松原公園災害復旧

事業及び津波復興祈念公園整備事業の見通しが立ったことから、土地売買に５，０００万円控除が適

用されることになりました。 

 地権者の皆様に、後日、上記事業の説明会及び契約会のご案内を差し上げますので、ご理解とご

協力をお願いいたします。 
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 市では、下記により、災害公営住宅の入居者を募集します。災害公営住宅は東日本大震災により住

宅を失い、現に住宅に困窮している方々等を入居対象とする公的な賃貸住宅です。 

         災害公営住宅の入居者を募集します             
         ≪申し込みは10月13日（火）から10月30日（金）まで ≫ 
ニュース② 

入居募集団地（追加募集）  

継続募集団地  

以下の（1）～（4）の条件をすべて満たしていること。 

 （１）次の①～③のいずれかに該当するものであること。 

   ①東日本大震災により住宅を失ったもの。 

     （全壊、全焼、全流出又は、大規模半壊、半壊であって、解体を余儀なくされた場合） 

   ②被災地において実施される国で定める事業の実施に伴い移転が必要となったもの。 

   ③福島原発事故による居住制限者。 

 （２）応急仮設住宅（みなし仮設住宅等を含む）などに居住しており、現に住宅に困窮していることが 

    明らかであること。 

 （３）入居申込者及び同居するものが暴力団員でないこと。 

 （４）住宅再建に関する補助金を受領していないこと。 

入居資格  

１DK…単身世帯または2人世帯 

２DK…制限なし 

３DK…制限なし 

１DK車いす対応…身体障がい者のいる世帯（車いす利用者がいる世帯優先） 

２DK車いす対応…身体障がい者のいる世帯（車いす利用者がいる世帯優先） 

２DK（ペット可）…今現在ペットを飼育している世帯に限り、申込を受け付けます 

※応募者多数の場合は、抽選といたします。 

※追加募集団地については、募集期間内に入居者が決定しない場合、継続募集といたします。 

入居申込の方法  
以下の書類に必要事項を記入し、右記窓口に持参又は郵送により提出してください。 

 （１）入居申込書（建設課にて配布、または市のホームページから印刷してください。） 

 （２）入居希望者全員の本籍が記載された住民票の写し（市民環境課発行） 

 （３）１８歳以上（高校生を除く）の方全員の所得・課税・扶養証明書（税務課発行） 

 （４）り災証明書（写しでも可） 

 （５）障がいがある方は、障害者手帳の写し 

※証明書等を取得する際に身分証明書が必要となります。 

Ⅰ-1 0 5,300 (1,700) 6,600 (2,100) 7,600 (2,400) 8,200 (2,600)

Ⅰ-2 1～17,250 9,000 (5,100) 11,200 (6,500) 12,900 (7,400) 13,900 (8,000)

Ⅰ-3 17,251～34,500 9,000 (8,600) 11,200 (10,700) 12,900 (12,400) 13,900 (13,300)

Ⅰ-4 34,501～40,000 9,000 11,200 12,900 13,900

Ⅰ-5 40,001～51.750 12,700 (12,100) 15,900 (15,100) 18,100 (17,300) 19,500 (18,600)

Ⅰ-6 51,751～60,000 12,700 15,900 18,100 19,500

Ⅰ-7 60,001～69,000 16,400 (15,500) 20,500 (19,500) 23,400 (22,300) 25,200 (24,000)

Ⅰ-8 69,001～80,000 16,400 20,500 23,400 25,200

Ⅰ-9 80,001～104,000 17,300 21,700 24,800 26,700

Ⅱ 104,001～123,000 20,000 25,000 28,600 30,800

Ⅲ 123,001～139,000 22,900 28,600 32,700 35,200

Ⅳ 139,001～158,000 25,800 32,300 36,900 39,700

Ⅴ 158,001～186,000 29,500 36,900 42,100 45,400

Ⅵ 186,001～214,000 34,000 42,500 48,600 52,400

Ⅶ 214,001～259,000 39,800 49,800 56,900 61,400

Ⅷ   259,001～      45,900 57,400 65,700 70,800

月額所得（円）

想定家賃（円）

１ＤＫ
（４７㎡）

２ＤＫ
（５８．６㎡）

３ＤＫ
（７２．２㎡）

２ＤＫ車いす
（６６．９㎡）

※１ 市の減免基準により、申請を行うことで、（ ）内の金額まで減免される場合があります。 

  （生活保護費を受給している場合は、当該減免措置は適用されません） 

※２ 上記家賃の他に、共益費および駐車場使用料（１台あたり、月額約２，５００円）が別途必要です。 

※３ 入居後３年を経過し、世帯の月額所得が１５８，０００円（高齢・障がい者等の世帯については２１４，０００円）を 

  超える世帯は、４年目から割増家賃が発生するとともに、住宅の明渡し努力義務が生じます。 

※４ 入居後５年を経過し、２年連続で、世帯の月額所得が３１３，０００円 を超える世帯は、６年目からさらなる割増 

  家賃が発生するとともに、住宅の明渡請求がおこなわれます。 

募集期間  平成２７年１０月１３日（火）から１０月３０日（金）まで【消印有効】（※土日祝日除く） 

（１）申込書に記載された内容が事実と異なる場合、または入居資格を失った場合は申し込みを無効としますので 

     あらかじめご承知ください。 

（２）入居決定後、連帯保証人との連名による誓約書の提出が必要です。 

   （連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書添付。） 

   ※連帯保証人の確保が困難な場合は事前にご相談ください。 

注意事項  

想定家賃  想定される標準的家賃であり、家賃は世帯収入及び団地ごとに変動します。  

申込書受付窓口・問い合わせ先  

〒029-2203  陸前高田市竹駒町字滝の里18番地１ 

株式会社 寿広 陸前高田市営住宅管理センター  ☎：53-1323 
※陸前高田市役所建設課管理係でも受け付けます。（☎：54-2111 内線401） 

田端団地
（　７戸）

大野団地
（２０戸）

脇の沢団地
（２５戸）

下和野団地
（　２戸）

西下団地
（　１戸）

中田団地
（　２戸）

間取り
２DK ３戸 ９戸 ２０戸 ２戸 １戸 ―
３DK ３戸 １０戸 ３戸 ― ― ―
２DK車いす対応 １戸 １戸 ２戸 ― ― ―
２DK（ペット可） ― ― ― ― ― ２戸

戸　　　　　　　　　数

水上団地
（１４戸）

西下団地
（　３戸）

柳沢前団地
（　９戸）

中田団地
（７４戸）

今泉団地
（１５戸）

長部団地
（　４戸）

間取り
１DK ― ― ― ９戸 ― ―
２DK ４戸 １戸 ― ３２戸 １０戸 ３戸
３DK ８戸 ― ７戸 ２９戸 １戸 １戸
１DK車いす対応 ― ― ― 2戸 ― ―
２DK車いす対応 ２戸 ２戸 ２戸 2戸 ― ―
２DK（ペット可） ― ― ― ― ４戸 ―

戸　　　　　　　　　数

【家賃計算例】 ・２人世帯で２ＤＫの場合 

続柄 年齢 職業 年間収入額 年間所得額

本人 67 無職 （年金）1,850,000円 650,000円

妻 64 無職 （年金）　750,000円 50,000円

合計 2,600,000円 Ⓐ700,000円

｛Ⓐ年間所得７００，０００円－Ⓑ（同居者控除３８０，０００円×１人）｝／１２カ月＝Ⓒ月額所得額２６，６６６円 

⇒家賃算定表で「Ⅰ－３」家賃（２ＤＫ欄の月額１１，２００円）となります。 

月額11,200円か 


